
千葉市未成年後見人支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童相談所が支援を行う児童等について、その未成年後見に係る報酬

等を予算の範囲内で助成することにより、未成年後見人の確保を図るとともに、費用負担

が困難な児童等の日常生活の支援や福祉の向上に資することを目的として実施する未成

年後見人支援事業（平成１７年５月２日付け雇児発第0502001号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知「児童虐待防止対策支援事業の実施について」において定められた「児童虐

待防止対策支援事業実施要綱」（以下国要綱という。）の第３の１４で定める「未成年後

見人支援事業」をいう。以下「本事業」という。）の本市における実施について、児童虐

待防止対策支援事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成要件） 

第２条 本事業による助成は、次の要件のうち、第１号又は第２号並びに第３号及び第４号

までを満たす場合に行うものとする。 

（１）未成年後見人は、児童相談所長が、児童福祉法第３３条の８の規定に基づき家庭裁判

所に対して未成年後見人の選任の請求を行い、家庭裁判所が選任した者であること。 

（２）未成年後見人は、児童相談所長以外の者が選任の請求を行い選任された者又は家庭裁

判所の職権により選任された者で、次の要件を満たすものであること。 

ア 児童相談所が把握している児童であること。 

イ 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で

あること。 

ウ 親族が、監護・養育能力及び財産管理能力の全部又は一部を欠くため、親族以外の

者を未成年後見人として選任せざるを得ない状況（親族以外の者が親族未成年後見人

と共同で未成年後見人に選任されている場合を含む。）にある児童であること。 

（３）未成年被後見人（以下「被後見人」という。）の預貯金並びにその所有する有価証券

等及び不動産（以下「資産等」という。）の評価額の合計が、１，７００万円未満である

こと。 

（４）未成年後見人が被後見人の親族以外の者であること。 

２ 前項の規定に関わらず、被後見人が児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により措置

又は委託されている児童であって、当該児童が入所している児童福祉施設を運営する法

人若しくは当該法人の職員又は委託されている里親（以下この項において「児童福祉施

設を運営する法人等」という。）が未成年後見人となった場合は、助成の対象としない

（当該児童福祉施設を運営する法人等について、被後見人の施設退所後等の自立に備え

て選任の請求がなされた場合を除く。）。 

（助成対象） 

第３条 本事業における助成対象は、次のとおりとする。 

（１）家庭裁判所から報酬の付与が認められた未成年後見人が被後見人から受け取るべき報

酬の全部又は一部 



（２）未成年後見人が加入する損害賠償責任保険料及び被後見人が加入する傷害保険料 

 

（助成金額） 

第４条 本事業における助成金額は、次のとおりとする。 

（１）前条第１号の規定による報酬に対する助成（以下「報酬助成」という。）に係る助成

金額は、家庭裁判所が未成年後見人からの申立てを受け決定した報酬額とする。ただし、

月額２０，０００円を上限とする。 

（２）前条第２号の規定による保険料に対する助成（以下「保険料助成」という。）に係る

助成金額は、次のとおりとする。 

ア 未成年後見人の損害賠償責任保険料 

１人あたりの年額につき国要綱第３の１４（５）②アに規定する額 

イ 被後見人の傷害保険料 

   １人あたりの年額につき国要綱第３の１４（５）②イに規定する額 

 

（報酬助成の申請） 

第５条 家庭裁判所から報酬の付与を認められた未成年後見人は、報酬助成を受けようとす

るときは、千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）申請書（様式第１号）を市長に提出

しなければならない。  

 

（報酬助成の決定）  

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、助成の可否及び助成額を決定し、

千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）（決定・却下）通知書（様式第２号）により、そ

の結果を当該申請者に通知するものとする。  

 

（保険料助成の申請） 

第７条 未成年後見人は、保険料助成を受けようとするときは、市長が指定する期間内に、

千葉市未成年後見人支援事業（保険料助成）申請書（様式第３号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

（保険料助成の決定等）  

第８条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、助成の可否を決定し、千葉市未成

年後見人支援事業（保険料助成）（決定・却下）通知書（様式第４号）により、その結果を

当該申請者に通知するものとする。  

２ 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、社団法人日本社会福祉士会

（以下「日本社会福祉士会」という。）に対し、当該未成年後見人が加入する損害賠償責任

保険及び被後見人が加入する傷害保険の申込みを行う。  

 

（保険料助成の方法）  

第９条 市長は、損害賠償責任保険及び傷害保険の引受保険会社からの請求を受け、当該会



社に保険料を納付することにより、保険料助成を行うものとする。 

 

（報酬助成金の支払い） 

第１０条 助成対象未成年後見人は、千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）決定通知書

に基づき、千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）請求書（様式第５号）により千葉市

長に助成金を請求する。 

 

（事故等の発生報告） 

第１１条 保険料助成を受けている未成年後見人は、本人及び被後見人に係る保険金の支払

いを求めようとするときは、日本社会福祉士会が定める事故発生報告書を作成し、市長に

提出しなければならない。 

 

（本事業の終了） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本事業を終了し、未成

年後見人対し、速やかに、千葉市未成年後見人支援事業終了通知書（様式第６号）により

その旨を通知しなければならない。 

（１）被後見人の資産等の合計が１，７００万円以上となったとき。 

（２）未成年後見人である者が、被後見人の未成年後見人でなくなったとき。 

（３）被後見人が婚姻又は死亡したとき。  

（４）その他市長が本事業を終了すべきものと認めたとき。 

２ 前項の規定により本事業を終了した場合における報酬助成及び保険料助成の支払いは、

前項各号に掲げる事由が発生した日を含む月まで行うものとする。 

 

（未成年後見人の報告義務） 

第１３条 本事業による助成の対象である未成年後見人は、前条第１項第１号から第４号に

掲げる事由に該当することとなったときは、千葉市未成年後見人支援事業資格喪失届出書

（様式第７号）により、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。 

２ 本事業による助成の対象である未成年後見人は、本人及び被後見人の住所又は氏名に変

更があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。 

 

（譲渡等の禁止） 

第１４条 本事業による助成を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。 

 

（助成金の返還） 

第１５条 偽りその他不正の行為によって本事業による助成を受けた者があるときは、市長

は、その者からすでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。  

 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 



 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調整された用紙は、当分の

間、必要な箇所を修正して使用することができる  

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年６月１９日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。  

 

附 則 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分  

の間、必要な箇所を修正して使用することができる。  

 

附 則 

 この要綱は、令和２年１月３１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。  

 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１５日から施行し、同月１日から適用する。  

 

 



様式第１号 

    年   月   日 

 

千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）申請書 

 

（申請先）  

千葉市長 

未成年後見人 氏名                       （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、 
本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住所                            

                              

電話（連絡先）                  

 

この度、家庭裁判所の報酬付与審判により、未成年後見人の報酬額が決定されました。 

つきましては、千葉市未成年後見人支援実施事業の助成要件を満たすことから、必要書類を添付

し、千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）を申請します。 

 

報酬付与審判で決定された報酬額 年額             円 

報酬付与審判で決定された報酬付与期間 
年   月   日から 

年   月   日まで 

家庭裁判所の未成年後見人選任審判書に

記載された未成年後見人の開始日 
年   月   日から 

被 後 見 人 

氏 名 （  年  月  日生） 

住 所  

児童福祉施設に入所して

いる場合はその施設名 

 

助成金振込先 

金融機関名  

支店名  

口座種別 普通預金 ・ 当座預金 

口座番号  

口座名義人 
(ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

（注意事項） 

 報酬助成金の振込口座は、未成年後見人本人又は未成年後見人を行う法人の代表者の口座とし

てください。 

（添付書類） 

１ 報酬付与審判書の写し 



様式第２号 

第     号  

年   月   日  

 

千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）（決定・却下）通知書 

 

未成年後見人 

            様 

千葉市長        印  

 

 

年   月   日に申請がありました、千葉市未成年後見人支援事業（報酬助

成）について、次のとおり（決定・却下）しましたので通知します。 

 

決定の内容 報酬助成決定 ・ 報酬助成却下 

助成金額               円 

助成対象期間     年  月  日から    年   月  日まで 

被

後

見

人 

氏 名  

生年月日 年   月   日 生 

住 所  

備考  

（注意事項） 

(1) 助成金を当事業の目的以外に使用した場合は、助成金の全部又は一部の返還を求め

ることがあります。 

(2) 未成年後見人は、被後見人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速や

かに市長に対して報告してください。 

審査請求等について  

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



様式第３号 

    年   月   日 

 

千葉市未成年後見人支援事業（保険料助成）申請書 

 

（申請先）  

千葉市長 

未成年後見人 氏名                      （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、 
本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住所                            

                              

電話（連絡先）                  

この度、家庭裁判所の審判により、被後見人の未成年後見人として選任されました。 

つきましては、千葉市未成年後見人支援事業実施要綱で定める助成要件を満たすことから、

必要書類を添付し、千葉市未成年後見人支援事業（保険料助成）を申請します。 

 

家庭裁判所の未成年後見人選任審

判書に記載された未成年後見人の

開始日 

年   月   日から 

被 後 見 人 

氏  名 
 

（    年  月  日生） 

住  所 
 

児童福祉施設へ入

所している場合は

その施設名 

 

電 話 番 号  

F A X 番 号  

（添付書類） 

１ 審判書の謄本の写し 

２ 資産状況届出書 

３ 資産状況等調査同意書 

４ 日本社会福祉士会が別途定める「未成年後見人補償制度加入依頼書」  



様式第４号 

第     号  

年   月   日  

 

千葉市未成年後見人支援事業（保険料助成）（決定・却下）通知書 

 

未成年後見人 

            様 

千葉市長       印 

 

 

年  月  日に申請がありました、千葉市未成年後見人支援事業（保険料助

成）について、次のとおり（決定・却下）しましたので通知します。 

 

決定の内容 保険料助成決定 ・ 保険料助成却下 

被

後

見

人 

氏 名  

生年月日 年   月   日 生 

住 所  

備考  

 

（注意事項） 

未成年後見人は、被後見人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やか

に市長に対し報告してください。 

 

審査請求等について  

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  

 



様式第５号 

年   月   日 

 

千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）請求書 

（請求先） 

千 葉 市 長 

未成年後見人 氏名                      （※）  

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、 
本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してくださ

い。 

住所                          

                              

電話（連絡先）                

 

被後見人 氏名                          

住所                          

                              

電話（連絡先）                

 

年  月  日   第   号千葉市未成年後見人支援事業（報酬助成）決

定通知書に基づき、未成年後見人の報酬助成金を次のとおり請求します。 

 

請求金額                 円 

助成対象 

期間 
    年   月   日から    年   月   日まで 

助成金 

振込口座 

金融機関名  

支店名  

口座種別 普通預金 ・ 当座預金 

口座番号  

口座名義人 

(ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

 

※注意事項 

 報酬助成金の振込口座は、未成年後見人本人又は未成年後見人を行う法人の代表者の

口座としてください。 

 



様式第６号 

第     号  

年   月   日  

 

千葉市未成年後見人支援事業終了通知書 

 

 

未成年後見人 

            様 

千葉市長          印  

 

 

 

千葉市未成年後見人支援事業について、次の理由により終了しましたので通知します。 

 

終了する助成 保険料助成 ・ 報酬助成 

終了日        年  月  日 

終了する理由 
 

 

被

後

見

人 

氏 名  

生年月日 年   月   日 生 

住 所  

 

審査請求等について  

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  

 

  



様式第７号 

年   月   日 

 

千葉市未成年後見人支援事業資格喪失届出書 

（届出先） 

千葉市長 

未成年後見人 氏名                      （※）  

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、 
本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住所                            

                                

電話（連絡先）                  

 

 千葉市未成年後見人支援事業の助成要件に変更等が生じましたので、次のとおり状況を

届け出ます。 

被後見人 

氏 名 

（  年  月  日生） 

住 所  

児童福祉施設に入所

している場合はその

施設名 

 

状況変更年月日       年   月   日 

変更等の内容 
 

 

 

◆ 被後見人の資産状況（資産状況に変更がある場合のみ記載ください。） 

資
産
の
内
訳 

現金                 円 

預貯金                 円 

有価証券                 円 

不動産                 円 

その他の資産                 円 

資産の合計                 円 

 

 （注意事項） 

  報告内容に虚偽又は重大な錯誤があった場合は、助成額の返還を求めます。 



年   月   日 

 

資産状況届出書 
 

（届出先） 

千葉市長 

未成年後見人 氏名                      （※）  

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、  

     本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。  

住所                            

                                

電話（連絡先）                  

 

 千葉市未成年後見人支援事業の申請を行うため、次のとおり、被後見人の資産状況を届

け出ます。 

 

 

被 後 見 人 

氏  名 
 

（  年  月  日生） 

住  所  

児童福祉施設に入所

している場合はその

施設名 

 

資
産
の
内
訳 

現金                円 

預貯金                円 

有価証券                円 

不動産                円 

その他の資産                円 

資産の合計                円 

 

 （注意事項） 

  報告内容に虚偽又は重大な錯誤があった場合は、助成額の返還を求めます。 

 

 



年   月   日  

 

（届出先） 

千葉市長 

未成年後見人 氏名                      （※）  

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、  

     本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。  

住所                            

                                

電話（連絡先）                  

 

 

資産状況等調査同意書 

 

千葉市未成年後見人支援事業における資産状況の届出内容について、関係機関に調査・

照会を行うこと及び本同意書を関係機関に開示することに同意します。 

 

被 後 見 人 

氏  名 

 

（   年  月  日

生） 

住  所  

児童福祉施設に入所

している場合はその

施設名 

 

 

 

 

 

  

 

 


